
１　職員の任免に関する状況
　１　職員の任免状況 （ 単　位 ： 人 ）

（注） 令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの人数

　２　採用試験の実施状況　（令和４年４月１日採用者試験状況）

-      -      -      -       

-      

1       -      -      

看 護 師 5       4      -      

臨 床 検 査 技 師 -       -      -      -      -       

-      -      -      

種類 試験区分 内容

西予市職員
採用試験

一般行政事務（上級）
一般行政事務（初級）
一般行政事務（上級：文化
財行政）
一般行政事務（上級：情報
通信行政）
一般行政事務（社会人枠）
一般行政事務（上級）危機
管理監
技術職(上級)、(中級)
技術職(初級：社会人枠）
薬剤師
理学療養士、作業療法士
臨床工学技士
診療放射線技師
看護師
准看護士
介護福祉士
医療事務職（上級）

＜一次試験＞
　
教養試験：一般行政事務（上級、初級、上級：文化財行政、上
級：情報通信行政）、医療事務職（上級）
専門試験：技師職(上級・中級)
社会人基礎試験：一般行政事務（社会人枠）、技術職（土木：
社会人枠）
作文試験：一般行政事務（上級、初級、上級：文化財行政・上
級：情報通信行政、上級：危機管理監）、技術職（上級、中
級）、看護師、准看護士、薬剤師、理学療法士、、作業療法
士、介護福祉士臨床工学技士、診療放射線技師、医療事務
職（上級）
個人面接試験：一般行政事務（初級、上級：文化財行政・上
級：情報通信行政、上級：危機管理監、社会人枠）、技術職
（上級、中級、土木：社会人枠）、看護師、准看護士、薬剤師、
理学療法士、、作業療法士、介護福祉士臨床工学技士、診療
放射線技師、医療事務職（上級）

＜二次試験＞
集団面接試験：一般行政事務（上級）のみ
個人面接試験：一般行政事務（上級）

36     23     -      25     48      計

-       2      -      

西予市の人事行政の運営等の状況について

　地方公務員法第５８条の２及び西予市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、西
予市人事行政の運営等の状況の概要について公表します。

区　　分 採　　用

退　　職

定　　年 勧　　奨
自己都合
その他

合　　計

建 築 技 師 初 級 -       

上 級 1       

-      -      -       

一 般 行 政 職
上 級 8       

准 看 護 師

9      13      

保 健 師 -       2      -      -      2       

-       

薬 剤 師

2       

1       -      -      -      -       

医 師 6       2      -      4      6       

2       

歯 科 衛 生 士 -       -      

-      

西予市消防職員
採用試験

消防（初級）

＜一次試験＞
教養試験
作文試験
体力検査
＜二次試験＞
面接試験

1      1       

社 会 福 祉 士 -       -      

-      -      -       

技 能 労 務 職 2       

介 護 福 祉 士

-      -      1      

診 療 放 射 線 技 師

初 級 2       

-       
土 木 技 師

1       

消 防 職 員 初 級 3       1      -      1      

-      1      1       

初 級

技 術 職 員 （ 任 期 付 ）

-       

20      

-      -      -      

-      812

1       -      

危 機 管 理 監 （ 任 期 付 ） 1       

-      -      -       

-      -      -       

-      管 理 栄 養 士 ・ 栄 養 士 -       

言 語 聴 覚 士

作 業 療 法 士

-      -       -      -      

臨 床 工 学 技 士 -       -      

1       -      -      -      

保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 -       

-       

-      -      

-       

理 学 療 法 士 4       

-       

-       -      -      -      -       
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２　職員の給与及び職員数の状況
　１　総括

　（１）人件費の状況（普通会計決算）

　（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）　 １　職員手当には退職手当を含まない。

２　職員数は、令和４年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職

　　員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。

　　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の

　　給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

　（３）ラスパイレス指数の状況

１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の

　職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の

　俸給月額を100として計算した指数。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地

　域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給

 　　　　率を用いて補正したラスパイレス指数。

　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手

　当支給率）により算出。）

３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもので

　ある。

※令和5年4月1日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇して

　いる場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み。

千円

5,801

（注）

374,516 726,553 2,970,511 5,691

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

給与費 B/A

４年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

522 1,869,442

　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

区　分 住民基本台帳人口歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

1,338,523 5,092,346 15.0 15.4

区　分 職員数 給与費 一人当たり

３年度の人件費率

４年度
人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

35,232 33,878,011

（5.1.1） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

（参考）

R2.4.1

93.1

R2.4.1

97.6

R2.4.1

98.9

R3.4.1

93.2

R3.4.1

97.5

R3.4.1

98.8

R4.4.1

93.2

R4.4.1

97.4

R4.4.1

98.7

R5.4.1

93

R5.4.1

97.3

R5.4.1

98.6

85

90

95

100

105

西予市 類似団体平均 全国市平均
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　（４）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

　（５）給与制度の総合的見直しの実施について

　　　①給料表の見直し

　　　　　［実施］

　　　②地域手当の見直し

　　　③その他の見直し内容

　２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 ― ― ― ―

― ― ― ―

類似団体 52.2 11 308,041 334,099 319,891

― ― ― ―

国 51.2 1,941 286,942 - 329,178

愛媛県 56.3 180 334,344 367,615 344,897

運搬・清掃・包装等従事者 49.1 241,700 1.04

飲食物調理従事者 45.5 215,900 1.27

うち用務員 60.2 5 242,671 252,371 246,071

うち学校給食員 52.8 3 260,521 274,055 265,521

廃棄物処理業従業員 47.3 310,800 0.97

― ―

うち清掃職員 56.9 2 262,381 302,983 286,381

西予市 55.8 12 251,501 267,031 258,167 ― ―

対応する民
間の類似職

種
平均年齢

平均給与月額
Ａ/Ｂ

（Ａ） （国比較ベース） （Ｂ）

区　　分

公　　務　　員 民　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

国 42.4 322,487 - 404,015

類似団体 42.5 315,462 375,268 341,024

西予市 43.8 304,751 364,112 332,669

愛媛県 42.7 316,104 405,620 346,253

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日
（内容）一般行政職の給料表について、国及び愛媛県の見直し内容を踏まえ、2.12％引き下げ。激変緩和の
ため、３年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。他の給料表については、一般行政職
給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

地域手当の支給割合について、国と同様に見直しを実施。（東京都、大阪府のみ）（平成27年4月1日実施）

月 月

－ － － － － -

割合　　　A 支給月数　B A-B （改定月数） 支　給　月　数

４年度
月 月 月 月

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平
均給与月額である。

区分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

民間の支給 公務員の 較差 勧　告 国　の　年　間

％

－ － （　　　－　　％） － － -
４年度

円 円 円 ％ ％

較差 勧　告 国の改定率

A B A-B （改定率）

区分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与

3



円 円

円 円

円 円

　（２）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円　　　　　　　―
技能労務職

高　校　卒 - 　　　　　　　― 　　　　　　　― 　　　　　　　―

中　学　卒 - 　　　　　　　― 　　　　　　　―

377,314

高　校　卒 214,287 280,824 324,094 345,783

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大　学　卒 246,149 318,560 346,257

技能労務職
高　校　卒 － 157,599 －

中　学　卒 － 140,714 －

総合職 189,700

一般職 185,200

高　校　卒 157,599 159,710 154,600

一般行政職
大　学　卒 189,461 円 192,677 円

除いたもの)で算出している。

区　　　　　分 西　予　市 愛　媛　県 国

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など

のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース(＝時間外勤務手当等を

（注） １　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公
　 務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額
　 を加えた試算値である。

うち用務員 4,079,907 3,253,900 1.25

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
　（令和２～４年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に
　 一致しているものではない。

うち清掃職員 4,806,383 4,321,100 1.11
うち学校給食員 4,446,170 2,829,300 1.57

（Ｃ） （Ｄ）

西予市 ― ― ―

区　　分

参　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
Ｃ/Ｄ
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　３　一般行政職の級別職員数等の状況

　（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１　西予市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

       ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

       ３　再任用は含まない。

  

（注）平成18年度に9級制から7級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　

７　級 部長（総括部長）
人 ％ 円 円

1 0.3 364,750 447,168

６　級 部長
人 ％ 円 円

10 2.6 320,827 412,292

５　級 課長
人 ％ 円 円

32 8.3 292,182 395,004

18.2 267,356 386,159

３　級 係長、主任
人 ％ 円 円

163 42.3 235,595 351,785

２　級 主査
人 ％ 円 円

54 14.0 199,512 305,751

４　級 課長補佐
人 ％ 円 円

70

１　級 主事
人 ％ 円 円

55 14.3 150,865 248,862

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

１級

14.3%

１級

14.0%

１級

15.6%

２級

14.0%
２級

14.0%

２級

10.8%

３級

42.3%
３級

41.1%

３級

45.2%

４級

18.2%
４級

17.9%

４級

15.9%

５級

8.3%
５級

9.4%

５級

9.5%

６級 2.6% ６級 3.1%
６級 3.0%

７級 0.3% ７級 0.5% ７級 0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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　（２）国との給料表カーブ比較表（令和５年４月１日現在）

　（２）昇給への人事評価の活用状況（西予市）

　

ロ　人事評価を活用していない

管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

○ ○

活用予定時期 令和6年1月 令和6年1月

令和5年4月2日から令和6年4月1日までにおける運用

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昇 給

国10級

国９級

国８級

国７級

国６級
国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

西予市（R5）

国家公務員（R5)

市７級

市５級

市４級

市３級

市２級

市１級

給

料

月

額

市６級
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　４　職員の手当の状況

　（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（４年度支給割合） （４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

〇勤勉手当への人事評価の活用状況

　

　（２）退職手当（令和５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　退職手当の調整額 　退職手当の調整額

　 　定年前早期退職特別措置　（2%～45%加算）

（退職時特別昇給　　　　　無　　）

千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

　（３）地域手当

（令和５年４月１日現在）

％ 人 ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

活用予定時期

令和５年度中における運用

イ　人事評価を活用している ○ ○

活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○

上位、標準の成績率

2.40 2.00 2.40 2.00

管理職員 一般職員

標準の成績率のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

標準、下位の成績率

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.35 0.95 1.35 0.95 1.35 0.95

東京都特別区 20.0 2 20.0

地域手当補正後ラスパイレス指数（ラスパイレス指数） -

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

　職務の級等の区分に応じた8段階の調整月
額を定め、職員の在職期間のうちその月額が
高い方から60月分の合計額を調整額として
加算

　職務の級等の区分に応じた11段階の調整
月額を定め、職員の在職期間のうちその月額
が高い方から60月分の合計額を調整額とし
て加算

１人当たり平均支給額 7,777 19,660

支給実績（令和４年度決算）

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

857,788

429

千円

千円

19.6695 24.586575 19.6695 24.586575

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

西　　　　　予　　　　　市 国

24.00 2.00

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度） ―

1,380 1,525

西　　　　　予　　　　　市 愛　　　　　媛　　　　　県 国
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　（４）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

千円

千円

　％

　（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（〇年度決算）」と同じ年度の４月１日現在

　　　の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

　　　　　短時間勤務職員を含む

支給実績（３年度決算） 139,590

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 351

支給実績（４年度決算） 145,858

職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 352

200 円

行旅死亡人取扱手当
行旅死亡人等の死体処理の業務に従事した
職員

0 千円 　死体１体につき7,000円

千円 日額 300 円

生活保護業務員手当
福祉事務所に勤務する生活保護の現業を行
う社会福祉主事及び査察指導員の現業職員

76 千円 日額

准救急隊員手当

夜間業務手当

隔日勤務手当

出動手当

消防職手当

千円 月額

野犬捕獲及び動物死
体処理危険手当

野犬及び畜犬の捕獲業務に従事及び並びに
動物（犬・猫・狸・狐）の死体を処理した職員

175 千円 　１日につき1,200円

感染症疫病作業等に
従事する職員の特殊
勤務手当

感染症患者若しくは感染症の疑いのある患
者の診療、看護、救護又は感染症菌附着した
物件若しくは附着の危険がある物件の処理
作業に従事した職員
（特例）
新型コロナウイルス感染症から市民の生命
及び健康を保護するために行われた措置に
係る作業であって市長が定めるものに従事し
た職員

1,391 千円

診療所に勤務する医
師の研究手当

院長の職にある者
医長の職にある者
医員の職にある者

0 千円

1月につき当該医師の給料
月額の100分の70を超えな
い範囲内において、市長
が定める額

日額　1,000円

※特例（新型コロナウイル
ス関連）
日額　3,000円、4,000円

処理場勤務手当
衛生センター及びクリーンセンターに勤務す
る職員

143

診療所に勤務する医
師の特殊勤務手当

診療所に勤務する医師 9,180 千円
月額100万円を超えない範
囲内において、市長が定
める額

手当の種類（手当数） 12

手当の名称 主な支給対象職員
支給実績

(４年度決算)
左記職員に対する

支給単価

支給実績（４年度決算） 19,901

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 178

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度） 20.0

5,000 円

救急及び水火災等に出動する職員 607

准救急隊業務に従事する職員 240 千円 月額 2,500 円

隔日勤務に従事する消防吏員 1,815 千円 月額 2,500 円

消防事務に従事する消防吏員 4,200 千円 月額

千円 1回 100 円

深夜通信事務に従事する消防吏員 1,815 2,500 円
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　（６）その他の手当（令和５年４月１日現在）

　配偶者 円

　子 円

　父母等 円

　　・特定扶養加算 円

（16歳～22歳）

　家賃23,000円以下

　家賃額－12,000 円

　家賃23,000 円超55,000 円未満

　(家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円

　家賃55,000 円以上

　27,000円(支給限度額)

　交通機関利用者

　　　支給限度額（月額） 円

　交通用具利用者（自転車、バイク等利用者）

　　通勤距離（片道）により支給

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

～ 円

円

　管理又は監督の地位にある職員に支給

　　部長（総括） 円

　　部長、支所長部長 円

支所長 円

　　課長（6級）課長（総務課長、財政課長） 円

　　課長（本庁）課長（本庁） 円

　　課長支所長補佐、課長（支所） 円

　　主幹主幹 円

　　課長補佐課長補佐 円

管理職手当

60Km未満 28,800

通勤手当

10Km未満

円

54,100

51,700

48,600

45,000

41,100

33,300

28,200

60Km以上 31,100

異

交通機関
利用者
上限額

55,000円

交通用具
利用者
上限

31,600円

41,070 千円 103,711 円

40Km以上 45Km未満 21,900

45Km以上 50Km未満 24,200

30Km以上

12,700

25Km以上 30Km未満 15,000

同 80,470 千円 293,684

10Km以上 15Km未満 8,100

15Km以上 20Km未満 10,400

　　支給単位期間（最長６か月間）の通
　　勤に要する運賃等の額により支給

78,000

2Km以上 5Km未満 2,500

5Km以上

418,547

35Km未満 17,300

千円
異

支給額の相違
58,178

50Km以上 55Km未満 26,500

55Km以上

4,900

35Km以上 40Km未満 19,600

20Km以上 25Km未満

支給職員１人当たり

（４年度決算） 平均支給年額

261,117 円

（４年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度との
異同及び異な

る内容

支給実績

円

6,500

10,000

6,500

5,000

住居手当

　　　異

家賃27,000円
以下
家賃額-
16,000 円

家賃27,000円
超61,000 円未
満
(家賃額-
27,000円)×
1/2+11,000円

家賃61,000円
以上
28,000 円(支
給限度額)

29,767 千円

扶養手当

49,600
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　５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

円 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

        勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

備　　　　考

19,169,856 任期満了時

副市町村長 給料月額×在職月数×100分の27 8,724,672 任期満了時

副 議 長 3.30

議 員

退
職
手
当

市区町村長 給料月額×在職月数×100分の46

期
末
手
当

市区町村長 　　（４年度支給割合）

副市町村長 3.30

議 長 　　（４年度支給割合）

475,000 円／ 200,000

議 員 333,000 442,000 円／ 180,000

報

酬

議 長 447,000 545,000 円／ 230,000

副 議 長 364,000

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市区町村長 781,380 985,000 円／

673,200

868,200

副市町村長 626,076 790,000 円／ 420,000

391,500
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　６　職員数の状況

　（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

　（２）年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

　

合　　計
835 824 ▲ 11

＜参考＞
[   １，０９８  ］ [   １，１１４  ］ [  　１６  ］ 人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　

組織再編に伴う減
その他 71 66 ▲ 5 組織再編に伴う減

233.88

水　道 15 15 0

交　通 0

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 149.01

（類似団体の人口１万人当たり職員数 106.85

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病　院 220 212 ▲ 8 退職者に伴う減

普
通
会
計
部
門

小　計
313 299 ▲ 14

下水道 7 6 ▲ 1

消防部門 72 75 3 新規採用者による増

小　計 522 525 3
＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 113.25

（類似団体の人口１万人当たり職員数 83.26
教育部門 97 51 ▲ 46 公民館から地域づくり活動センターへの移行による減

一
般
行
政
部
門

衛　生 38 37 ▲ 1 組織再編に伴う減

計 353 399 46
＜参考＞

土　木 44 41 ▲ 3 組織再編に伴う減

民　生 67 72 5 組織再編に伴う増

農林水産 54 55 1 組織再編に伴う増

商　工 20 18 ▲ 2 組織再編に伴う減

労　働 1 1 0

総　務 102 148 46 公民館から地域づくり活動センターへの移行による増

議　会 5 5 0

税　務 22 22 0

　　　　　　　　区　　分
　　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和４年 令和５年

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20歳未満 24-27 32-35 40-43 48-51 56-59

構成比 ５年前の構成比%
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　（３）職員数の推移

（単位：人・％）

%

%

%

%

%

%

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

      ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

▲ 3.9

総合計 845 848 843 853 835 824 ▲ 21 ▲ 2.5

３０年 ３１年 ２年 ３年 ４年

▲ 9 ▲ 1.7

公営企業等会計計 311 311 311 319 313 299 ▲ 12

75 6 8.7

普通会計計 534 537 532 534 522 525

消　防 69 69 70 71 72

41 72 66 80 101

人 人 人 人 人 人

9.3

教　育 100 100 101 100 97 51 ▲ 49 ▲ 49.0

５年
過去５ 年間の
増減数（率）

一般行政 365 368 361 363 353 399 34

　　　　　　　　年　　度
部　門　別

職員数
人 人 人 人

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

125 115 80 69 34 824

人 人 人

4 37

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

51歳 55歳 59歳 以上

48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～
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　7　職員の人事評価の状況

＜概要＞

〇業績と能力による評価

〇職位や職種に必要な評価項目を設定

〇全職員に評価結果を開示、評価結果に係る苦情相談制度を整備

＜評価者及び評価方法＞

＜評価項目＞

＜概要＞

〇業績と能力による評価

〇職位や職種に必要な評価項目を設定

〇全職員に評価結果を開示、評価結果に係る苦情相談制度を整備

＜評価者及び評価方法＞

＜評価項目＞

業績評価 能力評価

仕事の成果

・被評価者の職位や職種に必要な職務遂行能力を職務行動として評価
○組織マネジメント　○人材育成力　○折衝、調整力　○意思決定力
○企画、提案力　○知識、情報活用力　○チャレンジ精神　○責任力
○規律、勤務態度

評価者及び調整者 副市長、教育長、部長 市長、副市長、教育長 市長

評価方法 ５段階絶対評価 ５段階絶対評価 -

業績評価 能力評価

仕事の成果

被評価者の職位や職種に必要な職務遂行能力を職務行動として評価
○業務マネジメント　○注意力　○人材育成力　○折衝、調整力
○コミュニケーション力　○判断力　○理解力　○企画、提案力
○改善工夫力　○知識、情報活用力　○チャレンジ精神
○チームワーク　○責任力　○規律、勤務態度

管理職

１次評価者 ２次評価者 調整者

評価者及び調整者 所属長 部長 副市長、教育長

評価方法 ５段階絶対評価 ５段階絶対評価 -

　地方公務員法の一部改正（平成２６年５月公布、平成２８年４月施行）により「能力及び実績に基づく人事管理の徹

底」が規定され、「能力本位の任用制度の確立」、「人事評価制度の導入」、「分限理由の明確化」が求められることに

なりました。

　職員の任用が、人事評価その他の能力の実証に基づき行うものであることや、職員がその職務を遂行するに当た

り発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限その他の

人事管理の基礎とされることになりました。

　西予市では、西予市職員の人事評価に関する実施要綱等に基づき、人事評価を実施しています。評定結果は、勤

勉手当に反映するほか、人材育成、配置換等に幅広く活用しております。

　西予市（行政職）おける人事評価制度の概要は、次のとおりです。

対象職員 　制度の概要

一般職員

１次評価者 ２次評価者 調整者
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　１　勤務時間

（注）　勤務箇所によっては、始業、終業、週休日等が異なる場合があります。

　２　休暇

特別休暇 選挙権の行使、結婚、出産、交通
機関の事故その他の特別な事由
により、職員が勤務しないことが
相当である場合
　　主な休暇
　　　　公民権の行使、産前
　　　　休暇、産後休暇、忌引
　　　　結婚休暇、ボランティ
　　　　ア休暇、子の看護休暇
　　　　出生サポート休暇
　　　　など

公民権の行使
　必要と認められる期間

産前休暇
　８週間以内に出産する予定の女性職員が申し出した
　場合に出産の日まで

産後休暇
　出産の日の翌日から８週間

忌引
　父母の場合７日など

結婚休暇
　連続する５日以内

子の看護
　５日以内（その養育する中学校就学の始期に達するま
での子が2人以上の場合にあっては、10日）

出生サポート休暇
　不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当
　であると認められる場合

無
給
休
暇

介護休暇 負傷、疾病又は老齢により２週間
以上にわたり日常生活を営むの
に支障があるものの介護をする
場合

一の継続する状態ごとに、連続する６月の期間内におい
て必要と認められる期間

種類 休暇の概要、取得要件等 取得可能日数等

有
給
休
暇

年次有給休暇 一の年ごとにおける休暇 １年につき２０日（前年の繰越日数の上限２０日のため最
高４０日）

病気休暇 負傷又は疾病のための療養する
必要がある場合

・公務災害、通勤災害の場合は必要とみとめられる期
　間

・結核性疾患については１年、その他の負傷又は疫病
　については、９０日を超えない範囲で必要と認めら
　れる期間

３８時間４５分 ７時間４５分 ８時３０分 １７時１５分 １時間 土・日曜日

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

始業 終業 休憩時間 週休日
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４　職員の分限及び懲戒処分の状況
　１　分限処分（令和４年度）

１　地方公務員法に基づき分限処分に付された者の状況を示しています。

２　２以上の理由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由により計上しています。

３　会計年度任用職員を含みます。

　２　懲戒処分（令和４年度）

１　地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況を示しています。

２　２以上の理由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分事由により計上しています。

３　会計年度任用職員を含みます。

５　職員の服務の状況
　１　年次有給休暇の取得状況（令和４年１月～令和４年１２月）

（注）総務省　地方公共団体の勤務条件等に関する調査よる。

　２　育児休業等の取得状況（令和４年４月～令和５年３月）

　（１）育児休業の取得状況

（注）会計年度任用職員を含みます。

　（２）介護休暇の取得状況

（注）会計年度任用職員を含みます。

前年度から引き続き取得した者 - 10

男性 女性

区分 男性 女性

新たに取得した者 1 12

介護休暇取得者 - 1

（注）

平均取得日数 平均消化率

全職員
（首長部局）

9.8 25.6

合計 -                 1                 -                 -                 1                  

全体の奉仕者たるにふさわしくない非
行のあった場合

-                 -                 -                 -                 -                  

職務上の義務に違反し又は職務を
怠った場合

-                 -                 -                 -                 -                  

合計

法令に違反した場合 -                 1                 -                 -                 1                  

（注）

処分事由 戒告 減給 停職 免職

合計 -                 -          26               -          26         

失職した場合 -          -          -          -          -           

刑事事件に関し起訴された場合 -          -          -          -          -           

職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を生じた場合

-          -          -          -          -           

職に必要な適格性を欠く場合 -          -          -          -          -           

心身の故障の場合 -          -          26        -          26         

勤務成績が良くない場合 -          -          -          -          -           

処分事由 降任 免職 休職 降給 合計
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６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
　１　研修の状況　（令和４年度）

（１）一般研修

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため一般研修を縮減

交通安全研修
安全運転管理者、

担当者等
交通事故の防止に向けて、危険予測運転のポイン
ト、車両点検のポイント

70 8月

自治体法務検定 採用２～３年職員
基本法務・政策法務《検定受験》

18 10月

ハラスメント研修 主事級、主査級
ハラスメントの知識及び理解を深めるとともに、自
身のハラスメント危険度をチェックする

91 11月

育児休業等活用研修 課長級
改正育児・介護休業法により、育児休業を取得し
やすい雇用環境整備の方法を学ぶ。 35 10月

メンタルヘルス
（ラインケア）研修

管理職、希望者
メンタルヘルスに対する正しい知識を習得し、部下
職員の状況把握や職場環境の在り方について学
ぶ

49 6月

メンタルヘルス（セルフケア）研修
新規採用職員、昇格
者、希望者

メンタルヘルスに対する正しい知識を習得し、自ら
のストレス耐性を高めるための考え方と日頃の注
意点等を学ぶ

61	 6月

人事評価研修 管理職
制度に対する理解及び評価スキル等の向上を図
る

126 8月

人事被評価者研修 係長級以下
自己評価を、具体的かつ客観的な根拠に基づいて
行うための方法を学ぶ

291 8月

会計年度任用職員
市政概要のほか、公務員倫理・社会人マナーなど
公務員としての基礎知識を習得する

60 5月

新規採用
　職員研修

前期(2日間)

新規採用職員

文書事務の基本、地方財政、情報システム、社会
人マナー、OA 研修、地域づくり活動センター、人
権・同和教育、会計事務、先輩職員の意見発表

12 4月

前期(1日間)

市政の概要、庁舎内見学（議場・オフィス改革）、給
与・勤務条件、人事評価、市長訓示、医療対策の
取組、ジオパーク、公務員倫理、理事者との意見
交換

26 4月

ｅラーニング
e ラーニングにより、地方自治法・地方公務員法に
ついて学ぶ 12 4月

公務員としての
心構え

政策企画部長（総務省派遣）による国家公務員の
仕事や働き方及び行政のデジタル化講義

10 6月

プレゼン研修 プレゼンテーションの基本（4 回） 11 10月～1月

後期研修
（3日間）

西予市発展の方策 プレゼンテーション 11 1月

新任管理職研修
出退勤管理、人事評価、公務災害、メンタル対応、
行政事故報告などの方法について学ぶ

18 4月

会計年度任用職員研修

支所見学
明浜、三瓶、野村、城川の各支所の見学及び施策
概要を学ぶ

保健師面談 職場環境での不安や悩み等の聞き取り 11 5～10月

議会傍聴 議会傍聴 12 9月

危機管理
自治体における危機管理に関する研修

11 8月

11 10～11月

新任課長、希望者

研修名(期間) 研修内容 研修内容 人数 時期
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（２）派遣研修 　

（３）職場研修

職場研修（ＯＪＴ） 各職場で管理監督者が日常業務を通じて指導 通年

10～12月

11 10～2月

1 6月

1 9～2月

1 9月

愛媛大学
愛媛大学 地域創生イノベーター育成プログラム（南予）（履修証明プログ
ラム）

全国市町村国際文化研修所 令和４年度全国地域づくり人材塾 2

係長級研修

中堅職員

課題解決創造力・実践力向上講座

クレーム対応講座

アサーティブコミュニケーション講座

危機管理研修

女性幹部職員交流研修会 

9 7～12月

3

7

愛媛県 1 1月

5月

市町村職員中央研修所 少子化社会への対応 1 3月

日本経営協会 WEB-自治体職員のための契約の基本と実務

（４）自主研修

自主研修 業務改善、経済振興について調査研究を行う 通年

派遣先 研修名(期間) 人数 時期

1 8月

2 12月

愛媛県研修所

SU研修　（民法講座・法制執務講座・マネジメント能力講座・タイムマネ
ジメント講座・EBPM実践力向上講座・情報分析・活用力向上講座・経営
分析基礎講座・実践営業力講座・折衝力・交渉力講座）

課長級研修

1 2月

10月
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　２　勤務成績の評定の状況

７　職員の福祉及び利益の保護の状況
　１　福利厚生制度に係る負担状況（令和４年度）

（注） 会計年度任用職員を含みます。

　２　公務災害等の状況

（１）公務災害の状況　（令和４年度）

（２）通勤災害の状況　（令和４年度）

８　職員の勤務条件に関する措置の要求の状況
令和４年度における公平委員会への措置要求の状況

　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市の当局により

不適当な措置が執られるできことは要求することができます。

９　職員の不利益処分に関する不服申立ての状況
令和３年度における公平委員会への不服申立ての状況

　職員は、懲戒その他、その意に反して不利益な処分を受けた場合に、公平委員会に対して、

不服申立てを行うことができます。

0 件

（注）

0 件 0 件 0 件

件 0 件 0 件

0 件 0 件 0

0 件

（注）

令和３年度末
の係属件数

令和４年度中の
要求件数

令和４年度中の
終結件数

令和５年度への
繰越件数

令和３年度末
の係属件数

令和４年度中の
要求件数

令和４年度中の
終結件数

令和５年度への
繰越件数

0

件0 件 0 件 0 件

令和３年度末現在
未処理件数

受理件数 認定件数 公務外件数 取下件数
令和４年度末現在

未処理件数

0 件 1 件 4 件3 件 10 件 8 件

愛媛県市町村職員互助会への負担金

令和３年度末現在
未処理件数

受理件数 認定件数 公務外件数 取下件数
令和４年度末現在

未処理件数

千円

　平成２２年度に人事評価制度検討委員会を立ち上げ、目指すべき職員像の実現に向けた人材育成型の評価制度
を構築しました。勤務態度や職務能力について、自己評価・評価者面談・一次、二次評価を行い、公平、透明、納得
の下で適正配置や昇任昇格に活用します。

共済組合への負担金 愛媛県市町村職員共済組合

〃 公立学校共済組合愛媛支部

644,943 千円

千円21,517

5,459
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１０　職員の退職管理の状況

令和４年度退職職員（課長補佐級以上）の内、届出のあった再就職者の状況は以下のとおりです。

注：公表の内容は、令和５年4月末時点での届出内容となります。

引き続き地方公務員又は国家公務員となる職員は除きます。

部長級

　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行（平成28年4月1日）により、再就職
者による働きかけの規制等が導入されました。
　本市においても、再就職情報の届出等を定めた西予市職員の退職管理に関する条例等を制定し、退職管
理の適正を確保する取組を行っています。

(１)再就職者に対する働きかけ規制

１．営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属することに関して、現職員への働きか
けを、離職後２年間禁止します。

２．離職した日の５年前の日より前に課長級以上の職に就いていた職員については、当該職に就いていた職
務についての働きかけを、離職後２年間禁止します。

(２)再就職情報の届出

　退職時に課長補佐級以上の職に就いていた元職員は、退職後２年以内に営利企業等に再就職した場合
は、再就職先等の情報を、退職時の任命権者に届け出ることが義務付けられています。
　

区分

合計

課長補佐級

課長級 4

2

16

2

1

3

再就職者
計

16

2

5

9

団体・企業等 西予市

0 0

会計年度任用職員等再任用

7
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